
最重点項目 

Ⅲ 地域経済の活性化 
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18 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の延長に

ついて 
【内閣府】 

 

 

 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 

○現行制度の概要   

・企業が本社所在地以外の地方公共団体に対し、地域再生計画に位置付けられた地方創

生に資する事業に寄附を行った場合に、通常の寄付による約３割の損金算入措置に加

え、令和６年度まで、法人住民税、法人事業税、法人税に係る約６割の税額控除の特

例措置が講じられている。 

○本県における制度の活用状況 

・本県においては、税額控除割合の拡大、地域再生計画の認定手続きの簡素化などが図

られた令和２年度の国の税制改正以降、「えひめの人口減少対策総合交付金交付事業

費」や「愛顔の子育て応援事業費」「若年人材育成推進事業費」など、幅広い事業に

寄附をいただいており、特に近年の寄附額は、令和３年度の 700万円から令和５年度

には 7,506 万円と、２年間で 10 倍以上となるなど、地方創生の取組の充実・強化に

大きく寄与している。 

・また、本制度は、社会貢献に関心を寄せる県外企業との新たなパートナーシップの構

築、地域資源などを生かした新事業展開を広く発信する機会となるなど、副次的な効

果も生み出していることから、地方創生の取組の更なる加速化に向け、地方創生応援

税制（企業版ふるさと納税）の延長が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の延長 

○令和６年度末に期限を迎える地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の

延長を図ること。 

 

【実現後の効果】 

◇本県が取組む地方創生に係る事業の充実・強化が図られるほか、県外企業

との新たなパートナーシップの構築にもつながる。 

 

県担当部署：企画振興部政策企画局地域政策課 
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◯ 企業版ふるさと納税の仕組み 

 

 

 

 

◯ 本県への企業版ふるさと納税による寄附額 
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19 外国人材受入れの拡大及び円滑化に向けた支援の 

充実・強化について 
【法務省・厚生労働省】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○要望の背景 
・本県では、外国人労働者に占める技能実習生の割合が 53.1％と全国で２番目に高く、

本県の地域産業にとって重要な役割を占めている。また、技能実習からの特定技能移

行者の大都市圏への流出がみられ、特定技能試験合格者の就労も進んでいない。 

・技能実習制度に代わる新たな制度では、転籍制限の緩和により、地方の外国人材が賃

金の高い都市部へ流出することが懸念されるため、本県経済を支える基幹産業をはじ

めとする県内企業の人手不足が深刻化する可能性がある。 

・県中小企業団体中央会や関係機関において、受入組合への研修や技能実習生への講習

を行うほか、経済連携協定により来日した介護人材については学習経費を助成するな

どの支援を行っている。また、ベトナムやミャンマー、カンボジア、インドネシア、

インドなど実習生の送出国との関係構築にも積極的に取り組んでいる。 

○施策の拡充及び地域における取組支援の必要性 
・技能実習制度及び特定技能制度の見直しは、本県の地域産業に大きな影響を与える可

能性がある。また、外国人材の都市部への流出拡大を防止する対策を講じることによ

り、受入事業者の懸念を払拭する必要がある。 

・さらに、技能実習制度の適正化や実習生の失踪防止に加え安定的な外国人材の確保を

図るためには、制度を所管する国が、監理団体や受入企業への指導監督のほか、地域

の指導機関や組合等の主体的な取組を支援していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

(1)地方企業及び外国人材に向けた支援の充実・強化 

〇育成就労制度における転籍制限の緩和により、地方から都市部への外国人材

の流出が拡大することがないよう、地方の人手不足の現状に十分に配慮した

支援の充実・強化を図ること。 

〇日本語や各業種の専門知識の習得、生活面での支援など、帯同する家族も

含めたサポート体制の一層の充実を図ること。 

(2)外国人介護人材の受け入れの円滑化 

〇介護福祉士国家試験において、検討中の合否判定の仕組み変更に加え、英

語等での受験を可能とするなど支援を拡充すること。 

〇介護福祉士修学資金等の貸付原資について、留学生等を含めた人材確保を

進めるため、安定的な貸付ができるよう十分な財源措置を行うこと。 

【実現後の効果】 

◇円滑な出入国による人手不足の解消、送出国の信頼獲得 

◇育成就労制度及び特定技能制度の適正運用による、企業等の生産力向上 

県担当部署：経済労働部 産業支援局 産業人材課 

保健福祉部 社会医療福祉局 保健福祉課 
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【技能実習生の受入れ状況と外国人材受入れ適正化等への取組】 
●技能実習生受入数推移（送出国別） 数値は愛媛労働局「外国人雇用状況届出状況まとめ」より 

国 名 H26.10月末 R5.10月末 増減率 

中国 2,497人（72.4％） 737人（11.1％） -239％  

ベトナム 461人（13.3％）  2,595人（39.1％） +463％  

フィリピン 327人 （9.5％） 1,521人（22.9％） +365％  

カンボジア  20人 （0.6％）  345人 （5.2％） +1625％  

ミャンマー   0人           507人 （7.6％） － 

インドネシア － 747人（11.3％） － 

その他 145人 （4.2％） 177人 （2.7％）  

計 3,450人       6,629人       +92％  
 

●特定技能 1号在留外国人数 3,287人（R5.12月末） 数値は出入国在留管理庁より 
 

●経済連携協定(ＥＰＡ)による介護福祉士候補者の入国者数推移      （年度・人） 

国 名 H25 

まで 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 合計 合格者 

インドネシア 14 5 5 12 11 4 0 1 0 0 52 12 

フィリピン 6 2 6 8 3 3 4 0 6 5 43 4 

ベ ト ナ ム ― 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 

合   計 20 11 11 22 14 7 4 1 6 5 101 22 

●「愛媛県外国人材雇用・共生推進連絡協議会」の設置及び開催等 
R元.5.30 外国人材の受入れ、雇用を円滑に進めるとともに、地域住民との共生を推進するため、

国の外部機関や民間団体等も加えた協議会を設置、年２回開催。なお、令和元年４月
に外国人受入環境整備交付金を活用して県国際交流センターに「外国人ワンストップ
センター」を開設している。 

●「県外国人技能実習生受入組合協議会」による送出し国との包括協定締結等 
H26.1.13 ベトナム労働・傷病兵・社会省との間で、包括協定を締結 
H28.1.20 ミャンマー海外人材派遣企業協会との間で、包括協定を締結 
H30.1.15 カンボジア労働・職業訓練省との間で、包括協定を締結 
R6.1.25  インド国家技能開発公社（NSDC）との間で、包括協定を締結 
※いずれも県と県中小企業団体中央会による経済ミッションの中で知事が調印式に立ち会い。な
お、現在インドネシア南スラウェシ州及びゴロンタロ州とも人材交流の促進に向けた検討を進
めている。 

 

●県事業「外国人材受入推進事業」 
①外国人材受入推進支援事業 
  県外国人材雇用・共生推進連絡協議会を開催するほか、県中小企業団体中央会が技能実習受入
組合・企業等を対象に実施する、適正・円滑な受入れに必要な知識やノウハウを学ぶセミナー開
催に要する経費を補助する。 

②外国人材日本語能力向上支援事業 
  県外国人技能実習生受入組合協議会が実施する技能実習生等の日本語能力試験の資格取得等
に資する事業に要する経費に対して補助する。 

③送出国連携強化支援事業 
  県外国人材雇用・共生推進連絡協議会とともに、インドネシアなどの公的機関等と現地調整を
行うほか、県の取組姿勢や魅力の発信等を行う。 

●県事業「外国人介護人材受入支援事業」 
①外国人介護人材受入連携強化事業 
  愛媛県社会福祉協議会に「愛媛県外国人介護人材支援センター」を設置し、関係機関による連
携会議を開催するほか、相談員による巡回相談や研修会、セミナー、交流会を開催 

②外国人介護福祉士候補者(ＥＰＡ)学習支援事業、外国人留学生介護福祉士候補者学習支援事業 
  受入施設が行う候補者の日本語学習や介護分野の専門学習の費用、学習環境の整備等への補助 
③外国人介護人材マッチング支援モデル事業 
  中国からの留学生の受入拡大に向け、現地教育機関等と県内養成施設等のマッチングを支援 

●県事業「介護福祉士修学資金等貸付事業」 
  県から補助を受けた愛媛県社会福祉協議会が介護福祉士の資格取得等を目指す学生（留学生含
む）などを支援するため、就学資金を貸与 

中国の割合が減少し、多
様化が進んでいる。 
特に、平成 26年 1月に
ベトナムとの包括協定
締結以降、ベトナムから
の実習生が急増 
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20 農林水産物の輸出拡大について 
【農林水産省（水産庁）】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○かんきつの輸出に係る障壁の緩和 
・本県のメインターゲットである台湾では、日本で一般的に使用され栽培管理上必要な

農薬について、残留農薬の基準値が設定されていないものや、日本と比べて厳しい値

とされているものが多く、台湾に輸出するには、国内向け栽培とは異なる特別な栽培

が必要となり、栽培・選果・輸送に係るコストが増大することから、生産者が栽培を

敬遠している状況。このため、台湾の残留農薬基準が変更される、又は、日本の基準

が台湾や他の国・地域の基準（国際基準）に合致する水準となることで、更なる輸出

量の増加が期待できる。 

・インドネシアでは、政府の食品安全に係る措置により、残留農薬検査を経て輸出が可

能となる指定品目にかんきつが指定されておらず、現地輸入事業者等から要望がある

ものの、輸出ができない状況。 

○水産物の輸出に係る規制の撤廃 
・中国については、ALPS処理水の海洋放出にともなう輸入停止措置を行われており、韓

国、台湾といった本県の輸出主要国においても、科学的根拠に基づかないまま、輸出

の際に産地証明書や放射性物質検査証明書の発行が求められており、輸出の大きな障

壁となっているばかりか、県、民間とも大きな費用負担を強いられているところ。国

における規制措置撤廃に向けた関係国・地域への働きかけの更なる強化や、輸出を拡

大するに当たり当該事務が継続する間は、各種証明事務等に対する支援が今後とも必

要。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【提案・要望事項】 

農林水産物の輸出拡大や競争力強化への対策 

○かんきつの輸出における障壁の緩和に向けて、対策や対象国・地域に対す

る働きかけを行うこと。 

 ・台湾と日本の残留農薬基準値を同レベルに設定 

・インドネシアが設定する残留農薬検査品目へのかんきつの追加 

○中国・韓国など関係各国に対し、水産物における輸入停止措置や放射性物

質検査証明といった輸出規制の撤廃について働きかけること。 

【実現後の効果】 

◇県産農林水産物の輸出事業が安定し、需要が拡大することで、国内外での

価格形成力がより高まり、産地の活性化が期待できる。 

◇本県農林水産業が国内外との競争に打ち勝つよう体質を強化することによ

り、本県農林水産業全体の維持・発展が図られる。 

 

県担当部署：農林水産部 農政企画局 食ブランドマーケティング課 

水産局 漁政課 

（ＭＳゴシック、12 ﾎﾟｲﾝﾄ、標準文字） 
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○愛媛県産農林水産物の輸出に係る取組 

  
 

 
○かんきつ輸出に関する主な障壁 

国・地域 現状 

台湾 
残留農薬基準が未設定及び日本よりも値が厳しいことから、台湾向けの特別栽

培が必要で、輸出が困難 

インドネシア 
植物検疫条件は整っているが、残留農薬検査品目リストにかんきつが掲載され

ていないことから、輸出不可 

中国 政府間の植物検疫協議が整っておらず、輸出不可 

タイ 

ニュージーランド 
生産園地だけでなく生産地域の指定も必要で、輸出が極めて困難 

ベトナム 
生産園地だけでなく緩衝地帯にもミカンバエのトラップ調査が必要であり、輸

出が困難 

ＥＵ 残留農薬基準が日本より厳しく、かつ生産園地の登録が必要で、輸出が困難 

 
○水産物輸出に関する輸入規制等（例） 

国・地域 
規制内容 

産地証明書等発行機関 
輸入停止 産地証明等 

韓国 

福島、宮城、岩手、青森、

群馬、栃木、茨城、千葉

（８県） 

北海道、東京、神奈川、

愛知、三重、愛媛、熊

本、鹿児島（８都道県） 

水産庁及び一部の道県 

※放射性物質検査は指定の検査機関 

中国 47都道府県 -  

台湾      - 

47都道府県（福島、茨

城、栃木、群馬、千葉、

岩手、宮城の７県は要

放射性物質検査） 

水産庁、一部の道県及び一部の商工会

議所 

※放射性物質検査は指定の検査機関 

  

 

中国 
・木造軸組住宅の普及・PR等 
・民間主導での水産物輸出 

香港、マカオ 
・かんきつのプロモーション 
・畜産物のトライアル輸出 
・民間主導での水産物輸出 

ベトナム 
・温州みかんのプロモーション 
・木造軸組住宅の普及・PR等 
・民間による原木輸出 
・民間主導での水産物輸出 

シンガポール、マレーシア 
・かんきつのプロモーション 
・民間主導での水産物輸出 
 

カナダ 
・中晩柑のプロモーション 
・水産物のプロモーション 

アメリカ 
・木材需要者へのPR 
・水産物のプロモーション 

その他 
・ＥＵ等 中晩柑のプロモーション 
     水産物のプロモーション 
・ＵＡＥ 民間主導での水産物輸出 

台湾 
・かんきつのプロモーション 
・木造内装材のPR 
・民間主導での水産物輸出 
・パールフェアの開催 

韓国 
・木造軸組住宅の普及・PR等 
・民間主導での水産物輸出 
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21 アコヤガイ稚貝のへい死への対応について 
【農林水産省（水産庁）】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○アコヤガイ稚貝のへい死対策の現状 
・令和元年夏季に、アコヤガイ稚貝の大量へい死が確認され、その後も毎年、稚貝のへ

い死が見られることから、将来への不安から養殖業者の生産意欲が減退するなど、今

後の真珠母貝・真珠養殖業の経営及び真珠産業への重大な影響が危惧されている。 

・へい死原因について、本県をはじめ、国、関係県の研究機関等において調査・研究が

行われ、原因病原体が特定されたものの、いまだへい死原因の全容解明には至ってい

ない。 

○へい死対策の継続・強化に向けた課題 
・令和３年度からは、国の水産防疫対策事業予算の一部が本県の原因究明に配分され、

引き続き、全容解明のための試験研究に取り組んでいるところであり、支援の拡充、

継続が必要である。 

・また、生産現場から要望のある、感染症、漁場環境の変動に強い貝づくりについては、

令和元年に開発した、高水温、低餌料環境下でも生残率が高く、かつ、良質の真珠を

産出する貝をベースに、「感染症にも強い貝づくり」に向けて、研究開発の拡充・強

化が必要である。 

○へい死原因の全容解明とへい死軽減の取組 
・感染症等に強い貝づくりとして、DNA マーカーを使って親候補を選別することで、従

来法より短期間で育種する技術開発に引き続き取り組むとともに、高水温、低餌料環

境下でも高生残が期待できる貝の選抜技術を現場に普及することとしている。 

・県、真珠関係団体、大学及び市町で連携して設置した「アコヤガイへい死対策協議会」

において、へい死の原因病原体の特定を受け、引き続き全容解明に向けて取り組むと

ともに、被害の最小化に向けた対策として、稚貝に対する人為的ストレスを軽減する

手法により飼育管理を行うほか、陸上養殖による大型種苗の供給の可能性を検討して

いる。また、飼育試験で稚貝のへい死が少ない結果が得られた漁場については、新た

に漁業権を設定したほか、真珠母貝養殖漁場におけるへい死軽減の取組を今後も継続

して実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

令和元年度から続くアコヤガイ稚貝のへい死への対策の継続・強化 

○遺伝的多様性に配慮しつつ、感染症、漁場環境の変動等に強い貝づくり、

適切な飼育管理に係る研究開発への支援を行うこと。 

○真珠母貝養殖漁場等における生産者等のへい死を軽減する取組に対する支

援を行うこと。 

○へい死原因の全容解明に向け、各県の調査・研究への支援を拡充するとと

もに、関係県と連携した調査・研究を継続して行うこと。 

【実現後の効果】 

◇真珠母貝・真珠養殖業が持続・発展することにより、本県水産業全体の 

振興が図られる。 

◇関係県に稚貝を安定的に供給することにより、我が国水産業全体の振興 

が図られる。 

 
県担当部署：農林水産部 水産局 水産課 



- 64 - 

年度

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

１９年産種苗 稚貝育成

へい死

１９年（緊急生産） 稚貝育成 母貝養殖 出荷

２０年産種苗 稚貝育成

へい死

２０年（早期生産） 稚貝育成

２０年（緊急生産） 稚貝育成 母貝養殖 出荷

２１年産種苗 稚貝育成

へい死

２２年産種苗 稚貝育成

へい死

２３年産種苗 稚貝育成

へい死

母貝養殖への影響 やや影響 大いに影響 大いに影響

真珠養殖への影響 やや影響 大いに影響
　大いに影響 　大いに影響

母貝養殖 出荷 当年物

母貝養殖

大いに影響 大いに影響

　（当年物・３年貝） 浜揚げ 　（越物・４年貝）

母貝養殖 出荷 　（当年物・３年貝） 浜揚げ

母貝養殖 出荷 　（当年物・３年貝） 浜揚げ （越物・４年貝） 浜揚げ

母貝養殖 出荷 　（当年物・３年貝） 浜揚げ （越物・４年貝） 浜揚げ

（越物・４年貝） 浜揚げ

　（当年物・３年貝） 浜揚げ ※夏入札予定（一部越物へ）

母貝養殖 出荷 　（当年物・３年貝） 浜揚げ

令和元年度（2019年度） 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 令和５年度（2023年度）

 

 

 

 

 

 

〇大量へい死による真珠母貝・真珠養殖への影響 

 

 

 

 

  

 

 

☆母貝生産 

国内シェア

66％ 

〇原因究明と対策の進捗状況                      （令和 6年１月現在） 

試験 想定される原因 研究内容 実施機関 進捗状況等 

環境要因

調査 

水温・塩分 
高水温期の水温変動、水温変動に大きな影響を及ぼす急潮の発生状況、黒

潮の流れ等を整理し、過年度との比較により、へい死との関連性を調べる。 
大学、県 実施中 

餌（クロロフィル） 過年度との比較により、へい死との関連性を調べる。 大学、県 実施中 

赤潮 赤潮の発生状況を整理し、へい死との関連性を解析する。 大学、県 実施中 

漁場環境の悪化、

老朽化 
宇和海全域の漁場環境（水質、底質）の変動を整理し、へい死との関連性を

解析する。 
大学、県 実施中 

感染症に

関する原

因調査 

感染症 

国の研究所に衰弱している貝を送付し、病理学的手法、病原体分離法及び

分子生物学的手法により死亡原因の絞り込みを実施する。 
国、県 

へい死原因病原

体が特定された 

アコヤガイの各組織の組織像の観察、病原体分離手法及び分子生物学的

手法を用い、死亡原因の全容を解明する。 
国、県 サンプル採取済み 

同居感染法及び注射法による感染試験を実施する。 県 
へい死原因病原

体が特定された 

赤変病（平成 8年

の大量死の原因） 
遺伝子解析により、赤変病との関連性を調べる。 県 

赤変病でないこと

を確認済み 

遺伝的多

様性調査 

近親交配による貝

の弱体化 
本県で生産されたアコヤガイの遺伝的多様性を調べ、近交弱勢が生じてい

るか調べる。 
国、大学、県 

近交弱勢が生じて

いないことを確認

済み 

疫学調査 疫学情報の収集 
漁業者にへい死や養殖管理の状況等を聞き取りし、へい死との関連性を解

析する。 

県、漁協、漁

連 

アンケート調査実

施済み 

強い貝づ

くり 
感染症 

DNAマーカーを使って親候補を選抜することで、従来法よりも短期間で育種

する技術を開発する。 
県 実施中 

飼育試験 
生残率向上技術

開発 

へい死の多い高水温期に母貝養殖の実態がない海域で飼育し、へい死リス

ク分散の有効性、飼育管理の改善等による生残率の向上を検討する。 
県、漁業者 実施済み 

へい死を軽減するため、陸上飼育試験を実施し、アコヤガイ稚貝の陸上養

殖による大型種苗の供給の可能性について検討する。 
県 実施中 

 

☆真珠生産 

国内シェア

34％ 
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22 松山空港の機能拡充について 

[1] ターミナル地域の整備促進 
【国土交通省】 

 

 

 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○松山空港のコロナ禍前の状況と将来ビジョン 
・松山空港は、平成 30年度に利用者数が 312万人に達するなど中四国屈指の空港である

が、駐機スポット数が６つと近隣の同規模空港に比べて少なく、朝夕の時間帯を中心

に空きがないため、国際線優先のスポットを国内線も使用せざるを得ないなど、空港

全体としてスポット運用に余裕がない状況であった。 

・そこで、県では、令和２年に設置した｢松山空港将来ビジョン検討会」において、中長

期的な視点のもと、将来の松山空港のあり方を検討し、令和 16 年度の年間利用者数

387 万人という目標案を提示するとともに、現在の国際線旅客ビルの西側へ段階的に

整備を行う将来配置計画案を策定した。 

○駐機スポット、国際線旅客ビルの整備 
・このような状況から、駐機スポットの増設については、国において令和２年度に事業

着手いただき、昨年、供用開始したところであり、国際線旅客ビル本体についても、

松山空港ビル㈱が令和６年４月に第１段階拡張部を供用開始した。 
・新たな駐機スポットや旅客ビルを最大限活用するとともに、国際線の誘致活動に知事

のトップセールス等で取り組むことで、利用者数の目標案の達成を図り、本県経済を

更なる成長軌道に押し上げていくためには、国際線旅客ビルの第２段階整備が必要不

可欠となっている。 

○ターミナル地域の整備促進 
・国におかれては、昨年度、スポットの増設や国際線旅客ビル整備(第１段階)に御尽力

いただいたところであり、引き続き、国際線旅客ビル整備(第２段階)に向け、庁舎管

制塔の移転や構内道路の移設や国際線を含めた今後の空港利用者数増加に対応する

駐車場整備など、松山空港ターミナル地域の更なる整備促進が望まれる。 

 

 

 

  

 

 

【提案・要望事項】 

ターミナル地域の整備促進 

○松山空港の受入環境を充実・強化するため、国際線旅客ビル整備(第２段階)

に向け、ターミナル地域の整備促進を図ること。 

・庁舎管制塔の移転や構内道路及び駐車場の整備促進 

【実現後の効果】 

◇今後増加する空港利用者への適切な対応が可能になるとともに、航空ネッ

トワークの拡充による本県経済の活性化に資する。 

県担当部署：観光スポーツ文化部 観光交流局 観光国際課 航空政策室 
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３　松山空港国際線旅客ビルの将来配置計画（案）

１　松山空港利用者数の推移

２　松山空港ターミナル地域の機能拡充（案）

※スポット番号は、令和３年２月に変更

年度

万人

R1621 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ・・・

320

300

280

260

400

380

360

340

240

220

200
R1 R2 R3 R4 R5

312

387
国際計

国内計

76 113

221

280
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22 松山空港の機能拡充について 

[2] 空港受入体制の充実・強化 
【財務省・法務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 

○ＣＩＱ体制強化の必要性 

・新型コロナ感染症に伴う水際措置の終了により、訪日外国人旅行者が増加し、松山空

港においても、ソウル線のデイリー化、台北線の再開に加え、新たに釜山線が就航す

るなど、国際線では過去最多となる週 12便が運航中。 

・これにより、令和５年度の国際線利用者数は、コロナ前を大きく上回る 13.6万人とな

った。 

・引き続き県では路線誘致活動を積極的に展開する方針であり、訪日外国人旅行者の更

なる増加を見据えたＣＩＱ機関の審査能力の向上が不可欠。 

・あわせて、７空港（新千歳、成田、羽田、中部、関西、福岡、那覇）で運用中の顔認

証ゲートを地方空港にも拡大することで、日本人を中心に国際線利用者の更なる利便

性向上につながる。 

○空港関連事業者の人材確保支援 

・航空機の運航に不可欠なグランドハンドリングや保安検査等を担う空港関連事業者の

人員不足が続いており、国際線の維持・拡充のボトルネックとなっているため、本県

においても空港関連事業者の人材確保や処遇改善を図る環境整備支援を実施。 

・また、国の令和５年度補正予算で、空港業務体制強化支援事業が実施されているが、

空港受入体制が正常化するまでの間、継続的な国の支援が不可欠。 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

(1)ＣＩＱ（税関・出入国管理・検疫）体制の充実・強化 

○国際線利用者の入出国審査待ち時間の短縮を図るため、人員の増強等を進

めること。 

・入国審査官等の増員 

・顔認証ゲート導入空港の拡大 

(2)空港業務体制強化に向けた支援の継続 

○空港関連事業者の人材確保や処遇改善に向けた支援を継続すること。 

【実現後の効果】 

◇訪日外国人旅行者を中心とした国際線利用者の利便性向上 

◇国際線の更なる拡充（既存路線の増便・新規路線の就航） 

県担当部署：観光スポーツ文化部 観光交流局 観光国際課 航空政策室 
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　１　松山空港国際線の運航状況と利用者数

　２　近隣空港の国際線利用者数

　３　松山空港のＣＩＱ機関概要

　（参考）入出国関連機器について
　　（１）バイオカート

〔導入の目的〕
　訪日外国人旅行者の入国待ち時間を活用して、指紋や顔写真等の
　個人識別情報を取得することで、待ち時間を2/3程度に短縮する。
〔導入済空港〕
　18空港（新千歳、旭川、羽田、成田、小松、静岡、中部、関西、広島、

　高松、福岡、北九州、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇）

　※松山空港へは令和６年夏に導入される予定

　　（２）顔認証ゲート
〔導入の目的〕
　日本人の出入国手続の無人化を進め、入国審査官を外国人旅行者の
　審査に充てることで、出入国手続全体の円滑化を図る。
〔導入済空港〕
　７空港（成田、羽田、中部、関西、福岡、新千歳、那覇）
　※現時点では主要空港のみに導入する方針

30

47

102

81

136

0

20

40

60

80

100

120

140

28 29 30 31/元 2 3 4 5

計 ソウル線
台北線 釜山線
チャーター便 上海線

（千人）

0

2

4

6

8
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28 29 30 31/元 2 3 4 5

ソウル線 上海線 台北線 釜山線

（便／週）

5

2

5

7

5

12

※各年度末時点の運航便数（期間増便分を除く）

空港 平成30年度 令和元年度 令和５年度

松山空港 10.2万人 8.1万人 13.6万人

広島空港 35.4万人 30.6万人 13.7万人

高松空港 32.2万人 28.9万人 20.1万人
（香港線除く）

大分空港 13.7万人 5.1万人 －

宮崎空港 14.1万人 7.2万人 －

※広島空港及び高松空港の令和５年度実績は２月末までの累計

空港での
対応人数

6～7名 4～5名 ２名 １名 １名

神戸植物 動物検疫所

防疫所 小松島出張所

松山出張所 （高松空港分室）

植物

松
山
空
港

対応機関
神戸税関

松山税関支署

高松出入国
在留管理局
松山出張所

広島検疫所
松山出張所

所管官庁 財務省 法務省 厚生労働省

動物

農林水産省 農林水産省

手続き
税　関 出入国管理 検疫（Quarantine）

（Customs） （Immigration） 人・機体
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22 松山空港の機能拡充について 

[3] 進入管制空域の返還 
【国土交通省】 

 

 

 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○米軍岩国基地による管制 
・松山空港においては、日米安全保障条約に基づき、航空機の安全な離発着に不可欠な

進入管制空域及び進入管制業務が米軍岩国基地の管理下にあるため、高度 900ｍから

4,500ｍまでを米軍岩国基地が管制し、その上下の空域は日本側が管制するという複

雑な空域利用を強いられている。 

○米軍進入管制権の状況 
・沖縄の進入管制空域が、平成 22年３月 31日に返還され、軍民共用空港を除く民間空

港で米軍が進入管制権を握るのは松山空港のみとなっている。 

・岩国飛行場は、平成 24年 12月より軍民共用空港となり、民間航空機の進入管制業務

も米軍が管理しているため、松山空港の進入管制権の返還が一層困難な状況となって

いる。 

・日米両政府が合意した「在日米軍再編実施のためのロードマップ」に示された厚木基

地の空母艦載機などの岩国基地への移駐が平成 30 年３月に完了し、進入管制空域の

返還は一層困難な状況となっている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

進入管制空域の返還 

○米軍岩国基地の管理下にある松山空港の進入管制空域及び進入管制業務の

日本への返還について、米国に強く要求すること。 

【実現後の効果】 

◇日本側が一元的に航空管制を行うことで、常時、民間航空機の効率的な運

航が可能 

県担当部署：観光スポーツ文化部 観光交流局 観光国際課 航空政策室 
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管制区及び管制圏の構成 

（ 松山 ⇒ 東京の場合 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 飛行場上空を管制 

              松山の場合、空港事務所の管制タワーで行う。 

              上空 900ｍ（3,000フィート）、半径 9㎞の範囲 

 

          管制圏（飛行場管制）と航空路をつなぎ、両者間の 

          出入りを管制 

             一般空港では、飛行場自前もしくは他官署のレーダーで 

行っている。 

※ 松山空港の場合、米軍岩国基地で実施 

 

 航空路の航空機を管制 

            札幌、東京、福岡、神戸の４管制部で行う。 

 

航空交通管制圏

場管制 

 

航空交通管制区 

進入管制区 

4,500m

900m

岩国進入管制区

管制圏
（飛行場管制）

東京進入管制区

管制圏
（飛行場管制）
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23 訪日誘客支援空港に対する支援の継続・拡充について 
【国土交通省】 

 

 

 
 
 
 
現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 

○コロナ禍前の状況 

・国は、訪日外国人旅行者の拡大を図るため、平成 29 年７月、松山空港を含む全国 27

の地方空港を訪日誘客支援空港に認定。新規就航や増便に係る着陸料軽減や空港施設

使用料補助等を実施し、地方空港への国際線就航を強力に推進。 

・本県でも国際線の拡充に積極的に取り組んだ結果、平成 30年度に初めて松山空港の国

際線利用者が 10万人を達成。外国人延べ宿泊客数も 20万人を突破したほか、令和元

年度には国際線の３路線体制（上海、ソウル、台北）を実現。 

・一層の路線拡充に向け、国際線スポット増設や国際線旅客ビル拡張に取り組む中、コ

ロナ禍の影響により、国際線全便で運休が長期化。 

○松山空港国際線の現況 

・水際対策の大幅な緩和以降、松山空港でも令和５年３月末にソウル線が再開し、同年

10 月末にデイリー化。11 月の釜山線の新規就航に加え、本年３月には台北線の運航

が再開。さらに、令和４年８月にベトナムの航空会社と定期路線就航に関する覚書を

締結し、チャーター便の運航など、新規就航に向けた取組を進めている。 

・また、国際線スポット増設や国際線旅客ビル拡張も本年３月までに完了したところ。 

○支援の必要性 

・このような中、国からグラハン対策に注力するため、今年度は訪日誘客支援空港に対

する支援を実施しない方針が示された。 

・コロナ後、特に地方空港では、グラハン料金の高騰等により航空会社の負担が増加し

ているため、その軽減を図り、運航再開、再開後の安定運航、さらには新規就航につ

なげることが重要。 

・このため、訪日誘客支援空港に対する支援を早急に再開するとともに、新規就航や増

便はもとより、運航再開便についても支援期間を延長するなど、地域活性化の核とな

る国際線の安定運航や路線の拡充に向けた国の支援が不可欠。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

訪日誘客支援空港に対する支援の継続・拡充 

○訪日誘客支援空港への支援を早期に再開するとともに、新型コロナに伴う

運休路線の再開便への支援期間を延長するなど支援内容を拡充すること。 

【実現後の効果】 

◇松山空港国際線全線の早期再開、増便や新規就航の促進による地域活性化 

県担当部署：観光スポーツ文化部 観光交流局 観光国際課 航空政策室 

 

 

 

 



- 72 - 

 

 　１　松山空港国際線就航状況

　２　松山空港国際線利用状況及び愛媛県外国人延宿泊者数

　３　松山空港＜訪日誘客支援空港（区分２）＞に対する国の支援（現状）

令和５年度 令和６年度

支援なし

102

81

136

0
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40
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80
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140

160

松山空港国際線利用状況推移

ソウル線 上海線 台北線

釜山線 チャーター便 計

路線によって回復状況の差が大きく、
コロナ禍以前の状況に回復するためにはまだ一定の期間が必要

釜山線 [就航]R5.11.10 エアプサン ３便/週 水・金・日

２便/週台北線

７便/週

水・日

上海線
（運休中）

[就航]H16.7.15
[運休]R2.2.1

中国東方航空 ２便/週 月・金

便数

毎日

運航曜日路線

[就航]H29.11.2
[運休]R2.3.9
[再開]R5.3.26

チェジュ航空

[就航]R元.7.18
[運休]R2.2.27
[再開]R6.3.6

ソウル線

エバー航空

運航開始日 運航会社

39 

63 67 64 

107 

147 

179 

230 
216 

58 

35 33 

201 
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23 24 25 26 27 28 29 30

31
/元

2 3 4 5

愛媛県外国人延宿泊者数推移
日韓関係の

悪化等に

伴い減少

コロナ禍で

激減

【出典】観光庁「宿泊旅行統計調査報



- 73 - 

24 四国遍路の世界遺産暫定一覧表への記載について 
【文部科学省（文化庁）】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○世界遺産登録に向けた取組 
・四国遍路は、点在する多数の霊場と遍路道等からなる周回巡礼であり、巡礼者はもと

より、地域住民もお接待での功徳を得る構造を生むことで、近世日本での広域救済の

場として機能した。四国遍路は今もその伝統を良好に伝え、多様な個人を救済する前

近代の社会構造の証拠として、世界遺産にふさわしいものである。 

・平成 19年には四国４県及び 58市町村が共同で国に提案し、世界遺産暫定一覧表記載

候補の中で最上位の「カテゴリーⅠａ」の評価を受け、平成 22 年には、産官学民が

参画する「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会を設立した。 

・平成 28年にも、４県知事や協議会会長等が暫定一覧表への記  

載を求める提案書を提出しており、国の示す課題の解決のた 

め、札所と遍路道の文化財指定を迅速に進めながら、国内外 

の同種資産との比較研究等幅広い観点から普遍的価値の証明 

の理論構築に取り組んでいる。 

・他方、国では令和３年３月に、世界文化遺産の今後の在り方を議論し、暫定一覧表の

見直しに係る具体的な議論を進める方針を示したほか、暫定一覧表記載の文化遺産が

５件まで減少したことから、継続的な世界遺産登録のため、現在、暫定一覧表見直し

の検討が進められている。 

○県内の取組 
・史跡：伊予遍路道〔観自在寺道（愛南町）稲荷神社境内及び龍光寺境内、仏木寺道、

明石寺道（以上、宇和島市）明石寺境内（西予市）大寶寺道（西予市・大洲市・

久万高原町）大寶寺境内、岩屋寺道、岩屋寺境内、浄瑠璃寺道（以上、久万高

原町）浄瑠璃寺境内、八坂寺境内、浄土寺境内（以上、松山市）横峰寺道、横

峰寺境内（以上、西条市）三角寺奥之院道(四国中央市)〕 

八幡浜街道〔笠置峠越(八幡浜市・西予市) 夜昼峠越(八幡浜市・大洲市)〕 

・名勝：星ヶ森（横峰寺石鎚山遥拝所）（西条市） 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

四国遍路の世界遺産暫定一覧表への記載 

○四国が誇るべき四国遍路は、四国４県と、関係市町村、大学、霊場会、経 

済団体等が一体となって世界遺産登録に向けた取組や機運の醸成を図って 

おり、国においても人類共通の遺産として将来にわたり保存・継承するた 

め、世界遺産候補として暫定一覧表への追加記載を行うこと。 

○札所・遍路道の文化財指定に必要な調査に関する予算の総額確保及び一層

の重点的な予算配分、もしくは新たな財政支援制度を創設すること。 

【実現後の効果】 

◇地域住民にとって、四国遍路が地元の大きな「誇り」となり、人類共通の

遺産として保護・保存し、次の世代へ着実に継承する契機となる。 

県担当部署：観光スポーツ文化部 文化局 まなび推進課 

      教育委員会事務局 管理部 文化財保護課 
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〇これまでの経緯 

H19：四国４県・関係 58市町村が暫定一覧表記載候補として文化庁に共同提案 

H20：文化審議会文化財分科会「生きている伝統を表す資産としての価値は高いものの、

資産の保護措置と普遍的価値の証明が課題」 

H22：「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会※設立 

   ※四国遍路世界遺産登録推進協議会に名称変更（R３.４） 

H28：４県知事等が文化庁に暫定一覧表への記載を求める提案書を提出 

H29：資産の保護措置の充実に向けた文化財保護計画を提出 

R３：文化審議会による「我が国における世界文化遺産の今後の在り方」第一次答申 

〇四国遍路の概要 

〇本県の史跡・名勝（抜粋） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観自在寺道 

（愛南町） 

 

稲荷神社境内及び龍 

光寺境内（宇和島市） 

 

仏木寺道 

（宇和島市） 

 

明石寺境内 

（西予市） 

 

 

 

大寶寺道 

（西予市・久万高原町） 

 

 

 

岩屋寺境内 

（久万高原町） 

 

横峰寺道 

（西条市） 

 

三角寺奥之院道 

（四国中央市） 

 

八幡浜街道夜昼峠越 

(八幡浜市・大洲市)  
浄土寺境内 

（松山市） 

 

 

 

星ヶ森〔横峰寺石鎚山遥拝所〕 

（西条市） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

最重点項目 
 

Ⅳ デジタル技術の活用 
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25 地域で活躍するデジタル人材の育成・確保への支援

について 
【内閣府・経済産業省・厚生労働省】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○産業ＤＸを支えるデジタル人材の育成・確保への支援 
・県民所得（県内総生産）の向上を実現するためには、産学官が連携して付加価値率の

高いＩＴ産業の重点的振興と生産性向上など県内産業全体のＤＸ推進、加えて県外の

ＩＴ企業誘致を強化していく必要がある。 

・しかしながら、県内ＩＴ企業では大幅に人員が不足しており、デジタルを活用してビ

ジネス変革を進めることができる人材についても不足していることから、えひめ版Ｄ

Ｘ実行プランに基づく施策を展開するとともに、県内大学と連携し、県内産業の求め

るデジタル人材のニーズや課題等を踏まえ、地域で活躍でき、かつＤＸ推進の基盤と

なるデジタル人材の育成・確保に取り組んでいる。 

○フリーランス等で稼げる多様なデジタル人材育成への支援 

・デジタル関連市場の急速な発展を背景に、デジタルスキルを持つ人材の需要が増大す

るとともに、テレワークを活用した時間や場所にとらわれない自由な働き方の広がり

により、専門性の高いデジタルスキルを活用して、フリーランスや副業、兼業で収入

を得る人が増加している。 

・本県では、こうした環境の変化をいち早く捉え、将来にわたり「稼ぐデジタル人材」

をコンセプトに、若者や女性等の多様な人材が Web3.0 技術や RPA 等、将来性のある

様々なデジタル技術を習得することにより、フリーランスや副業、兼業で活躍できる

人材を育成する未来デジタルキャリア獲得促進事業に取り組んでいるところであり、

地方に居ながらテレワークで首都圏等から高単価の仕事を得る仕組みを構築するこ

とで、様々なライフスタイルに適した働き方による、女性の活躍推進や地域経済の活

性化につなげることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

(1)産業ＤＸを支えるデジタル人材の育成・確保への支援 

○県内産業全体のＤＸ推進及びＩＴ産業の振興等により県民所得の向上を図

るため、産学官の連携によるデジタル人材の育成・確保に係る県独自の取組

に対して、財源確保を含め、国において必要な支援を講じること。 

(2)フリーランス等で稼げる多様なデジタル人材育成への支援 

〇フリーランスや副業・兼業といった多様な働き方の実現に向け、デジタルス

キルの習得により、リモートワーク等で稼げるデジタル人材を育成する取組

等への支援の充実を図ること。 

【実現後の効果】 

◇2030年度までに１万人のデジタル人材を育成・確保する目標の達成 

◇女性の活躍推進、若年者の県外流出抑制、地域経済の活性化 

県担当部署：企画振興部 デジタル戦略局 デジタルシフト推進課 

経済労働部 産業支援局 産業人材課 
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◆えひめ版ＤＸ実行プランに基づく人材育成・確保の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈愛媛でじたる女子プロジェクトの概要〉 

（実施主体）でじたる女子活躍推進コンソーシアム（代表者：㈱MAIA代表取締役） 

（事業内容）1⃣県内女性を対象に、eラーニングによるデジタル技術のリスキリング 

      2⃣研修修了者に首都圏等の企業の業務案件を紹介し、仲介企業の伴走支援の下、複数人が

テレワークで従事（ワークシェアリング型OJT）  

 
〈Web3.0人材育成のイメージ〉 

 
 

推
進
基
盤 

◆デジタル人材育成・確保プラットフォーム 

 ○「愛媛県デジタル人材育成推進会議」による産学官での人材ニーズや育成策の共有 

 ○官民連携によるコンソーシアムでの人材育成・確保に関する施策の実施 

 ○特設WEBサイトによる県内 IT企業や人材育成の情報発信 

高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材 

◆高度デジタル人材の育成・誘致 

 ○本県での IT企業起業者を短期集中で養成する「合宿型ブートキャンプ」の実施 

 ○高度な大学生・第二新卒者を対象に、奨学金返還支援の助成内容を拡充 

 ○スマートマッチングによる雇用のミスマッチ解消と定着支援 

 ○県外・海外の IT人材とのマッチング支援 

 ○ネパールからの高度な若手 IT人材の受入れ（マッチング、日本語教育、入国サポート） 

 ○能力開発施設における公共職業訓練を通じた IT系スキルの習得支援 

 ○県内大学と連携した地域で活躍できる高度人材の育成 

Ｄ
Ｘ
推
進
人
材 

◆企業におけるDX推進人材の育成 

 ○DX推進に不可欠な経営層の意識改革を目的としたセミナー 

 ○社内のDXに向け人材育成プログラム等の構築支援 

 ○社内のDXに取り組めるよう人材のリスキリング支援 

 ○愛媛大学等と連携した社会人向けリスキリング講座 

 ○えひめ ITベンチャーネットワークの構築（養殖、かんきつ、サイクリング等） 

未
来
の
人
材 

●産学官金が連携し、デジ 
 タル人材を育成・確保 
●IT企業等に人材を供給 

●県内 IT企業で即戦力 
 として活躍できる人材 
 （ミドル～ハイレベル） 
●県内人材の育成、県外 
 からの人材誘致 

●県内の全産業において、 
 DXを推進できる社内の 
 中核人材 

◆デジタル人材の裾野拡大 

 ○県内外の IT企業による県内大学での IT基礎講座 

 ○意欲的な若年者を対象とした実践的なプログラミング技術の習得支援 

 ○大手 IT企業等の人材育成コンテンツを活用した女性や障がい者のリスキリング支援 

●県内 IT企業等が求める 
 若年人材 
 （エントリ～ミドルレベル） 
●ITを理解し、就職後も 
 意欲的にスキルアップ 

県
内
Ｉ
Ｔ
産
業
の
重
点
的
振
興  

／  

県
内
産
業
の
Ｄ
Ｘ 
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＿26＿ＤＸの推進を通じた地域経済活性化や諸課題解決   

に向けた支援の充実について 
【経済産業省（中小企業庁）・国土交通省】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○現状と課題 
・民間調査によると、企業のＤＸへの取組状況については、６割強の中小企業はデジタ

ル化・ＤＸが全くの未着手、もしくは一部業務のデジタル化にとどまるなど道半ばで

あり、県内企業の大半を中小企業が占める本県においても同様の状況と推察。 

・コロナ禍におけるデジタル技術の浸透が加速する中、企業が競争力を維持・強化し、

地域経済の活性化を推進していくためには、新しいビジネスモデルを構築し、高い付

加価値の創出、生産性の向上を図ることにより、競争上の優位性を確立するＤＸの推

進に取り組んでいくことが必須。加えて、ＤＸは人口減少に伴う労働力不足への対応

策としても重要であることから、県内産業のＤＸ推進は喫緊の課題となっている。 

・激甚化・頻発化する災害への対応、急速に拡大する施設の老朽化、担い手の減少など

インフラが直面する諸課題の解決に向けては、建設業の生産性向上が必要であり、小

規模事業者等であっても実装可能なＩＣＴの研究・開発などインフラ分野におけるＤ

Ｘの推進が不可欠である。 

○県内の取組 
・デジタル技術とデータを活用して社会経済の仕組みを再構築するＤＸを実行する「あ

たらしい愛媛の未来を切り拓くＤＸ実行プラン」に基づき、県内大学や育成したデジ

タル人材を基盤とした県内産業のＤＸを力強く推進していく。 

＜県内中小企業等の産業ＤＸ推進のための主な方策＞ 

・ＤＸ実装のフラッグシップモデルの創出 

・ＤＸ導入に向けた課題解決支援 

・インフラ分野におけるＤＸの推進 

中小企業の建設工事におけるＩＣＴの普及拡大に向けた小規模工事への導入及びＢ

ＩＭ／ＣＩＭの導入等３Ｄデータ活用の検討。 

 

 

 

 

 

【提案・要望事項】 

(1)中小企業等の産業ＤＸ推進への支援 

○産業競争力の強化、地域経済の活性化を推進するための県内中小企業のＤ

Ｘ推進に係る本県独自の取組に対して、財源確保を含め、国において必要

な措置を講じること。 

(2)ＤＸ推進を通じた地域インフラが直面する課題の解決 

○激甚化・頻発化する災害への対応、施設の老朽化、担い手の減少など、地

域の経済活動を支えるインフラが直面する諸課題の解決に向けて、ＤＸの

推進を一層加速させ、小規模事業者等であっても実装可能なＩＣＴの研

究・開発や提供などを行うこと。 

 

【実現後の効果】 

◇えひめ版ＤＸ実行プランに基づき県内産業の競争力・収益力の強化を図り、

県内総生産を増大させることで、2030年度までに、県民所得を 300万円ま

で引き上げるとともに、１万人のデジタル人材を育成・確保する。 

県担当部署：経済労働部 産業支援局 産業創出課 

土木部 土木管理局 土木管理課 技術企画室 
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◆あたらしい愛媛の未来を切り拓くＤＸ実行プラン 

【基本的方向性】 

①産学官の連携により優れたデジタル人材の育成・誘致に取り組む。 

②県内産業のＤＸを力強く推進し、さらに県外 IT企業の誘致を強化する。 

①と②を連動させ、好循環のスパイラルにより地域経済の活性化を図る。 

 
 

 
【インフラ分野におけるＤＸの推進】 

・地域の守り手である小規模事業者の建設工事におけるＩＣＴの普及拡大。 

及びＢＩＭ／ＣＩＭの導入等３Ｄデータ活用の検討。 

 ↓ 

これらを連動させて 

・生産性の向上・作業の効率化 

・週休２日確保・働き方改革 

・地域の守り手である地方の小規模事業者（建設業者）の担い手確保の 

 推進を図る。 
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27 次世代のデジタル人材を育む教育ＤＸの推進について 
【文部科学省】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○「ＧＩＧＡスクール構想」の更なる推進 
・教育のＩＣＴ活用は学びのスタンダードであり、１人１台端末は小・中・高一貫して

学びに不可欠なツールであるが、高額な端末整備・更新経費や通信環境のない家庭へ

の通信環境整備に係る費用の負担を家庭に求めることは困難であり、財政力による地

域格差が生じることのないよう、高校まで国の支援が必要である。また、教育ＤＸが

進む中、１人１台端末の整備に伴う通信量の増加に対応できる通信設備の増強が不可

欠である。 

○教育ＤＸを支えるＩＣＴ環境の充実 
・デジタル等の成長分野を支える人材の育成には、ハイスペックＰＣや３Ｄプリンタ等

のＩＣＴ機器や理数教育設備を活用した文理横断的・探究的な学びの環境整備を継続

的に強化する必要があり、高等学校ＤＸ加速化推進事業（ＤＸハイスクール）の継続

や内容の拡充が不可欠である。 

・ＩＣＴ教育の効果を高めるには、質の高い豊富なデジタル教材の活用や、機器の円滑

な活用を支援するＩＣＴ支援員の配置拡充が不可欠である。 

○県独自のＣＢＴシステムへの財政支援等 

・ＣＢＴシステムは、評価や課題分析等を通じて学びの質の向上と教員の負担軽減に大

きく寄与するものであり、全国の学校での日常的な活用につながるよう県独自の取組

に対する支援が必要である。 

 

 

 
 
 

 

 

【提案・要望事項】 

(1)「ＧＩＧＡスクール構想」の更なる推進 

 ○「ＧＩＧＡスクール構想」を更に推進するため、高校における端末更新時の

費用や保守管理経費等のランニングコスト、通信量の増加に対応した設備増

強等に対する補助制度を構築するとともに、保護者負担の通信費に対する財

政支援を充実すること。 

(2)教育ＤＸを支えるＩＣＴ環境の充実 

 ○デジタル・理数分野の履修を促進するため、ＩＣＴを活用した文理横断的・

探究的な学習環境の整備に対する継続的で十分な財政支援を行うこと。 

 ○義務教育課程における全教科でのデジタル教科書の無償供与を行うこと。 

 ○授業等でのＩＣＴ機器の効果的な活用のため、ＩＣＴ支援員の配置促進に向

けた十分な予算措置や補助制度の創設などを講じること。 

(3)県独自のＣＢＴシステムへの財政支援等 

○ＣＢＴシステムを令和の教育のスタンダードなものと捉え、本県独自のシス 

テムのランニングコストやバージョンアップに対する財政支援を行うこと。 

【実現後の効果】 

◇ＩＣＴ環境整備の加速化、目標水準の達成に向けた環境整備の一層の進捗 

◇児童生徒への 21世紀にふさわしい学びの提供 

県担当部署：教育委員会事務局 指導部 義務教育課・高校教育課 
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【県立学校整備計画】 

 
                                                
【えひめ ICT学習支援システム】 

 
１ コンセプト 

児童生徒 学習の成果と課題の早期把握による「個別最適な学び」の実現 
教  員  採点・集計業務の自動化による「業務負担縮減」の達成 

 
２ システムの概要 
⑴ ＣＢＴシステム 

県独自の学力調査及び県内の全ての公立学校（小・中・高・特）の定期テスト・ドリ
ル等をコンピュータ上で実施するためのシステム 

 ⑵ 調査結果分析システム 
ＣＢＴシステムと連動し、瞬時に採点・集計し、成果や課題を多角的に分析することが

できるシステム 
 

３ システム画面 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ４ 新機能追加 

 機能の名称 内  容 効  果 

低 位 層 
への配慮 

誤答再チャレンジ機能 
誤答後も再度解答が可能 
例:1回目での正答 2点 

2回目での正答 1点 等 
｢分かる、できる｣ 

を実感 
ヒント機能 正答を導く過程を表示 

上 位 層 
への配慮 

タイムトライアル機能 調査開始から終了までの解答時
間を表示 ｢より上を目指す

楽しさ｣を実感 満点者ランキング表示機
能 

満点者限定の順位を表示 
例:A(10％) B(30％) C(60％) 

全ての 
児童生徒 アダプティブ機能 児童生徒の解答内容によって 

次の問題が変化 
個別最適な学び 
の更なる推進  

数式モード、化学式モード、予測変換停止機能 
学年別漢字限定機能、不快語除去機能 等を搭載 

アシスト機能 テストやドリルの一覧表示 

ｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎﾞｰﾄ  ゙調査画面 マイページ 

更

新 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

最重点項目 
 

Ⅴ 持続可能な社会の実現 
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28 海洋ごみ対策について 
【環境省・農林水産省・国土交通省】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状と課題（背景・理由等）、県内の取組】 
○海洋ごみ対策の必要性 
・全国第５位の海岸線の長さを誇る海洋水産県である本県にとって、瀬戸内海の豊かな

自然と共生し、多くの恵みを享受しつつ次世代に継承するためには、海洋環境の保

全・再生の施策として海洋ごみ対策は重要である。 

・海流・潮流や風などにより県境を越えて移動する海洋ごみは、漂着地点の都道府県民

等が原因者となったものとは限らず、国が責任を持って取り組むべき広域的な問題で

ある。 

・海洋ごみは、長期間にわたり継続的に回収・処理を実施するとともに、不法投棄防止

対策を含めた発生抑制や啓発・環境教育の充実等が必要であり、全国知事会等では全

額国庫負担の要望がなされていることも踏まえ、地域の実情に応じた適切な対策が進

められるよう国における財政支援が不可欠である。 

・また、海洋ごみの総量及び陸域からの流入量の把握とともに、効率的・効果的な回収・

処理のための技術開発が必要である。 

○本県の海洋ごみ対策の取組 
・航空機等による県内全海岸線の漂着ごみスポット調査や河川から海へのごみ流入量調

査等の調査分析を行うとともに、効果的な海洋ごみの回収・処理、県民への普及啓発

などの海洋ごみ発生抑制に取り組んでいる。 

・県、市町による回収事業のほか、ボランティア登録制度による海岸清掃活動の支援、

漁協と地元市町の協働による回収・処理事業を実施している。 

・また、海洋ごみを地域内で有効活用する取組を進めている。 

・海洋ごみセミナーや体験型学習会の開催等、海洋ごみ削減の機運醸成を図っている。 

 

 

 

  

 

【提案・要望事項】 

(1)海洋ごみの総量把握や効率的・効果的な回収、処理再生技術の開発 

○海洋ごみの総量及び陸域からの流入量を把握し、マイクロプラスチックに関 

する調査研究を進展させるとともに、効率的・効果的な海洋ごみの回収技術 

や大型漁具等処理困難物の処理・再生技術の開発を行うこと。 

(2)十分な予算確保や地域が活用しやすい制度の創設 

○海洋ごみの回収・処理を継続的に実施するための十分な予算を確保するとと 

もに、国土交通省、農林水産省においては、災害時の補助制度だけでなく、 

海岸管理者等が平時から活用できる制度を創設すること。 

(3)海洋ごみの原因となる川ごみ等の回収・処理支援の新たな制度の創設 

○プラスチックごみ等の陸域からの流入防止のため、川ごみ等の回収・処理を 

支援する新たな制度を創設すること。 

【実現後の効果】 

◇美しく恵み豊かな瀬戸内海・宇和海の環境保全 

◇循環型社会の形成 

県担当部署：県民環境部 環境局 循環型社会推進課 

農林水産部 農業振興局 農地整備課 

土木部 河川港湾局 港湾海岸課 
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国連「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」（平成 27年９月） 

 
■ 2015年（平成 27年）９月「国連持続可能な開発サミット」で採択されたもので、国連加盟 193

カ国が 2016年～2030年の 15年間で達成するために掲げた目標。 

■ 17の目標と、それらを達成するための具体的な 169のターゲットで構成されている。 
 
 ゴール 14 海洋・海洋資源の保全 

 

14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上 

活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防⽌し、 

⼤幅に削減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


